
 

 
す
べ
て
の
要
介
護
者
に 

障
害
者
控
除
を
！ 

 
 

所
得
税
や
市
民
税
の
申
告
時
期
を

迎
え
て
い
ま
す
。 

 

障
害
者
控
除
は
、
身
体
や
精
神
に
障

害
の
あ
る
方
が
税
金
を
軽
減
で
き
る

制
度
で
、
多
く
は
障
害
者
手
帳
な
ど
の

有
無
で
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い

な
く
て
も 

 

☆
６
５
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
本
人
。 

 

☆
扶
養
親
族
に
認
定
者
が
い
る
。 

場
合
に
、
市
町
村
長
が

認
め
れ
ば
所
得
税
・
市
県
民
税
の
障
害

者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
意
外
と
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
発

行
で
す
。
市
町
村
に
よ
っ
て
申
請
に
よ

り
発
行
す
る
、
対
象
者
に
自
動
的
に
発

行
と
ま
ち
ま
ち
で
す
。
（
皆
野
町
は
申

請
に
よ
り
） 

 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
重
度
の
障
害
が
あ

る
特
別
障
害
者
は
４
０
万
円
、
他
の
障

害
者
は
２
７
万
円
の
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
常
山
知
子
） 

（
十
二
）
飯
塚
千
太
郎
に
つ
い
て 

  

な
お
、
飯
塚
千
太
郎
に
つ
い
て
二
つ
の
こ

と
を
付
け
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

一
一
月
五
日
、
粥
仁
田
峠
で
官
兵
隊
に
敗

れ
た
落
合
寅
市
と
大
滝
の
二
名
は
、
上
三
沢

（
広
町
）
へ
逃
げ
て
来
る
と
、
あ
る
婦
人
言

う
に
「
皆
野
へ
行
く
と
い
う
が
皆
野
は
憲
兵

だ
け
で
貴
殿
た
ち
の
仲
間
は
一
人
も
い
な

い
」
と
聞
く
。
そ
こ
で
、
尾
ノ
田
峠
を
超
え

栃
谷
の
「
大
道
」
ま
で
行
く
と
抜
刀
し
た
飯

塚
道
場
の
門
人
二
人
に
遭
遇
し
た
。
大
滝
の

二
人
は
逃
げ
た
が
、寅
市
は
窮
し
て
し
ま
う
。

寅
市
は
「
名
乗
り
」
を
求
め
、
咄
嗟
に
自
分

は
飯
塚
道
場
の
門
人
某
の
息
子
だ
と
名
乗
る
。

門
人
は
「
同
じ
門
人
通
し
で
は
戦
う
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
寅
市
は
飯
塚

道
場
に
「
連
行
」
さ
れ
ま
し
た
。 

 

寅
市
は
千
太
郎
に
面
会
し
、
事
の
い
き
さ

つ
を
話
し
、
二
階
に
上
が
り
酒
肴
の
馳
走
に

与
り
ま
し
た
。
千
太
郎
は
、
ほ
と
ぼ
り
が
納

ま
る
ま
で
寅
市
を
匿
い
、
寅
市
は
約
一
週
間

滞
在
後
、
土
佐
の
板
垣
退
助
邸
に
向
け
て
長

途
旅
立
ち
ま
し
た
（
落
合
寅
市
「
綸
旨
大
赦

義
挙
寅
市
経
歴
」）。 

 

一
一
月
二
日
午
後
、
困
民
軍
は
大
宮
郷
を

席
巻
、
官
公
署
を
破
壊
、
郡
役
所
を
本
陣
に

し
、
高
利
貸
宅
を
焼
き
討
ち
し
ま
し
た
。
こ

の
夜
、
総
理
・
田
代
栄
助
の
「
行
方
不
明
事

件
」
が
起
こ
り
ま
す
。
二
時
間
ほ
ど
の
時
間

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
困
民
軍
本
営
か
ら
肝

心
の
総
理
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
菊
池
貫
平
・
加
藤
織
平
・
井
上
伝
蔵
・

井
出
為
吉
の
幹
部
は
、
田
代
は
軍
資
金
を
持

ち
逃
げ
し
た
と
判
断
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
栄
助
は
「
秩
父
郡
内
居
住
の

撃
剣
師
匠
」
を
連
れ
て
帰
っ
て
来
た
の
で
す

（
木
戸
為
三
「
尋
問
調

書
」）。同
調
書
中
、「
注
記
」

に
「
是
ハ
井
出
・
菊
池
等

ノ
先
生
ノ
由
」
と
あ
り
ま

す
。 栄

助
か
ら
す
れ
ば
、
蜂

起
当
日
陸
軍
測
量
技
師
・

土
木
技
師
に
困
民
軍
の
指

揮
を
求
め
た
の
と
同
様

「
撃
剣
家
」
を
説
得
し
た

と
見
ら
れ
ま
す
。 

 

一
一
月
三
日
夕
方
、

下
小
川
橋
陣
地
に
、
秩

父
郡
山
田
村
の
撃
剣

家
・
加
藤
某
を
先
頭
に

「
両
三
人
帯
刀
、
竹
槍

を
持
つ
六
十
三
人
、
続

い
て
竹
槍
八
十
五
人
」

が
来
た
の
で
夕
食
を
供
し
た
（
小
柏
常
次

郎
「
尋
問
証
書
」）
と
あ
り
、「
加
藤
某
」

に
注
記「
是
ハ
菊
池
貫
平
ノ
師
匠
ナ
ル
由
」

と
あ
り
ま
す
。 

 

加
藤
と
言
え
ば
、
横
瀬
村
根
古
屋
の
気
楽

流
柔
術
「
加
藤
道
場
」
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
こ
の
二
日
と
三
日
の
撃
剣
家
は
同
一
人

物
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「
撃
剣
家
」
は
面
識
の
な
い
小
柏
常
次
郎

に
他
村
名
を
騙
り
偽
名
を
使
っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
し
、「
井
出
為
吉
・
菊
池
貫
平
ノ
師

匠
ノ
由
」
の
注
記
は
、
北
相
木
村
の
門
人
に

関
連
付
け
た
も
の
と
理
解
で
き
る
こ
と
、
お

よ
び
、
飯
塚
家
の
伝
承
（「
千
太
郎
は
困
民
党

総
理
に
推
さ
れ
た
が
、
断
っ
た
」、
高
野
壽
夫

『
秩
父
事
件
―
子
孫
か
ら
の
証
言
』）か
ら
考

え
る
と
、「
撃
剣
師
匠
」
の
正
体
は
飯
塚
千
太

郎
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

飯
塚
家
に
は
、
神
道
無
念
流
関
係
文
書
・

門
人
名
簿
、
落
合
寅
市
「
書
」
が
保
管
さ
れ

て
い
ま
す
。
生
前
、
寅
市
は
千
太
郎
命
日
・

彼
岸
に
は
欠
か
さ
ず
同
家
を
訪
れ
た
そ
う
で

す
。 

飯
塚
道
場
跡
「
摩
利
支
天
」
碑

（
定
峰
。
書
は
三
沢
の
野
沢
禽
斎
） 

 

新
米
議
員
の
ひ
と
り
ご
と 

 
 
 
 
 
 

常
山 

知
子 

 

晴
れ
の
天
気
が
長
く
続
か
な
く
な

る
と
、
そ
れ
は
春
が
近
く
な
っ
て
い
る

証
し
だ
と
・
・
・
・ 

 

そ
ん
な
二
月
の
穏
や
か
に
晴
れ
た

日
曜
日
｛
宝
登
山 

ロ
ウ
バ
イ
ハ
イ
キ

ン
グ
｝
が
あ
り
ま
し
た
。
発
起
人
は
地

域
の
民
生
委
員
さ
ん
。
交
流
と
親
睦
を

深
め
運
動
不
足
を
解
消
し
ま
し
ょ
う

と
計
画
。 

 

去
年
は
参
加
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

今
年
こ
そ
！
と
近
所
の
人
と
一
緒
に

参
加
し
ま
し
た
。 

 

宝
登
山
に
ゴ
ル
フ
場
が
で
き
る
前

は
、
国
神
地
域
か
ら
登
る
コ
ー
ス
が
い

く
つ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
今
回
も
ゴ

ル
フ
場
へ
行
く
途
中
か
ら
昔
の
山
道

を
歩
き
ま
し
た
。
か
な
り
の
急
登
で
す
。

お
孫
さ
ん
を
連
れ
て
登
る
人
、
親
子
連

れ
の
グ
ル
ー
プ
、
み
ん
な
が
ん
ば
り
ま

し
た
。 

 

地
域
の
つ
な
が
り
が
少
し
ず
つ
薄

ら
ぐ
な
か
で
、
こ
う
し
た
催
し
が
と
っ

て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

何
度
も
下
見
を
し
て
計
画
を
立
て

て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
感
謝
で
す
。 

 

ロ
ウ
バ
イ
の
花
も
最
高
で
し
た
。 

 

 


